
－ 7－

2020年・5月号

（令和２年４月１日から適用されるもの) 
⑩生産指標要件緩和（１ヶ月の売上高又は生産量が前年同月と比べ５％以上低下。従前は10％以上低下）
⑪雇用保険被保険者でない労働者の休業等も助成の対象に含める
⑫助成率を4/5（中小企業)、2/3（大企業)（解雇等を行わない場合は9/10（中小企業）、3/4（大企業）

とする）従前は2/3（中小企業）、1/2（大企業）
⑬教育訓練の加算額を2,400円（中小企業）、1,800円（大企業）とする（従前1,200円 ）
⑭支給限度日数（１年間100日）とは別に緊急対応期間（4/1～6/30）中の休業等の日数を使用できる
⑮自宅での教育訓練等を可能とする
⑯半日教育訓練と半日就業を可能とする
⑰風俗関連事業者も限定なく対象とする

※教育訓練の内容拡充
（接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修又自宅等でインターネット等を
用いた訓練等も対象）

Ⓠ 助成金額の算定はどのように行われるのでしょうか。
Ⓐ 事業主が従業員に支払った休業手当に対して助成します。具体的には、事業所の１日の平均賃金額

に、①休業手当支払率（60％～100％）と②助成率（特例：中小企業4/5、大企業2/3解雇等を行
わない場合は9/10（中小）、3/4（大企業））を掛けて１日当たりの助成額単価（上限8330円)を求
め、この助成額単価に従業員を休業させた休業延べ日数を掛けた総額が助成額となります。「１日の
平均賃金額」は前年度の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額等を従業員数（前年度月平均雇用保
険被保険者数）と１年間の所定労働日数で割ります。
例 １か月（判定基礎期間）の助成額の計算（中小企業で解雇していない場合）
１日平均賃金額12,000円╳休業手当支払率100％╳助成率9/10＝8,330円（上限）
従業員10人、月所定労働日が20日の会社において５人ずつ交替で毎日休業実施
５人×20日＝100日　@8,330╳100日＝助成額833,00円

Ⓠ 例えば、令和２年５月１日から休業を予定している場合、どの時点の生産指標を比べればいいですか。
Ⓐ 今回の特例の場合、計画届を提出した日の前月の生産指標と前年同月の生産指標を比較し、5％以

上減少していれば、助成金の対象となります。 
例　５月休業実施　６月に計画届を提出（事後）
　　→令和２年５月分と令和元年５月分の比較
　　５月休業実施　５月に計画届を提出（同時）
　　→令和２年４月分と平成31年４月分の比較
　　５月休業実施　４月に計画届を提出（事前）
　　→令和２年３月分と平成31年３月分の比較

（令和２年４月22日現在）
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